








（参考）76GHz帯ミリ波レーダーにおける各国の現行規定等の比較について

国・地域名 規定（76-77GHz）

日本
空中線電力 10mW以下
空中線の利得 40dBi以下

欧州
パルス

平 均: 23.5dBm eirp
ピーク: 55dBm eirp

パルス以外
平 均: 50dBm eirp
ピーク: 55dBm eirp

英国
パルス

平 均: 23.5dBm eirp
ピーク: 55dBm eirp

パルス以外
平 均: 50dBm eirp
ピーク: 55dBm eirp

米国※ 平 均: 50dBm eirp
ピーク: 55dBm eirp

カナダ※ 平 均: 50dBm eirp
ピーク: 55dBm eirp

中国 ピーク: 55dBm eirp

※米国・カナダについては、76-81GHzを使用。
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（参考）現行関係法令等 5

電波法施行規則

（定義等）
第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。

七十五 「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。
七十八の二 「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。

（免許を要しない無線局）
第六条 法第四条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
４ 法第四条第一項第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの（以下「特定小電力無線局」という。）
（１１） ミリ波レーダー（ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。）用で使用するものであつて、次に掲げる

周波数の電波を使用するもの
（二） 七六ＧＨｚを超え七七ＧＨｚ以下の周波数

無線設備規則

（特定小電力無線局の無線設備）
第四十九条の十四 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

十四 六〇ＧＨｚを超え六一ＧＨｚ以下又は七六ＧＨｚを超え七七ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
ニ 送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。

特定小電力無線局ミリ波レーダー用無線設備 標準規格

第３章 無線設備の技術的条件
3.2 送信装置

(2) 空中線電力の許容偏差
空中線電力の許容偏差（指定又は定格空中線電力からの許容することができる最大の偏差をいう。）は、＋50％－70％とする。

電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力（平成元年郵政省告示第四十二号）

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第三項第二号の規定に基づき、特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに
空中線電力を次のように定める。

十一 ミリ波レーダー用

周波数 空中線電力

七六・五GHz 〇・〇一ワット以下


